
（学生用） 
 

 

 

安全保障輸出管理と誓約書の提出について（お願い） 

 

 

近年、国際的な人的交流や海外の大学や研究機関等との共同研究など、国際的な学術交流

が活発化しています。その一方でこれらの学術交流を通じて、図らずも大量破壊兵器等の開

発等に関わってしまうことのないよう、日本では国が定める「外国為替及び外国貿易法」（外

為法）という法律に基づき、軍事的に転用されるおそれのある物や情報を外部に提供、発表

する場合には事前に経済産業大臣への許可申請が求められます。本来許可申請すべきものを

していなかった場合には罰則等が科せられます 

 つきましては、これらの趣旨をご理解いただいたこと大学として確認するため、別添「誓

約書」を提出いただきますようお願いいたします。 

 
 
1.安全保障輸出管理とは 

   
<リスト規制＞                 ＜キャッチオール規制＞ 

   -兵器そのもの                 -左記に該当するもの以外で、その⽤途 
  -兵器もしくはその⼀部になりそうな⾼い性能   や需要者(相⼿⽅)に兵器の開発に関する 

を持つ汎⽤品・技術              懸念がある場合 
  -兵器の開発などにも利⽤できる⾼い性能 

を持つ汎⽤品・技術 
 
【注意】万⼀、不注意で、許可を取得すべき貨物や技術を無許可で輸出・提供を⾏ってしまった
場合、輸出（提供）者に刑事罰(懲罰 10 年以下、罰⾦ 個⼈ 3000 万円以下)、⾏政制裁(3 年以内の
貨物の輸出・技術の提供の禁⽌)を受ける可能性があります。 
 
 
2.大学における輸出管理の対象場面  
 

○武器そのものの他、⽣物兵器の原料となる微⽣物や⾼性能な⼯作機械など、軍事的に転⽤
されるおそれのある物が、⼤量破壊兵器の開発や製造等を⾏う者やテロリスト集団など、懸
念活動を⾏うおそれのある者に渡らないようにする国際的な取組みです。 
 
○⽇本においては、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、輸出管理を⾏っています。 
以下の規制に該当する技術の提供や貨物の輸出は、経済産業⼤⾂の事前の許可が必要です。 



 

 
 
 
 
 
 該当すること、不明なことがありましたら指導教員へ相談してください。 
 
 


